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クリーンセンター再整備工事の協議の経過報告 

 

１ 前回クリーンセンター再整備に関する特別委員会（３月７日）以降の経緯 

日付 内容 

３月７日（金） クリーンセンター再整備工事に関する特別委員会 

３月 10 日（月） 共和化工㈱に対し、請負代金額の変更について（通知）する。 

変更金額：０円 

決定理由：提出された資料では、請負代金額を変更すべき客観

的かつ公的な根拠に基づく金額が提示されているか

が確認出来なかったため。引き続き、請負代金額の

変更について協議を求める場合は、客観的かつ公的

な根拠に基づく金額を相当な資料とともに提示のう

え再度協議を求めること。 
３月 14 日（金） 令和６年度補正予算議案可決 

３月 31 日（月） 第３回出来高検査：982,342,900 円 

４月 24 日（木） 定例会議 

□ 汚染土の処分について協議を求められる。 

４月 25 日（金） 共和化工㈱から下記の書類が提出される。 

□ 請負代金額の変更及び賃金または物価変動に基づく請負代

金額の変更について（別添１） 

５月９日（金） 代理人弁護士相談 

□ ４月 25 日提出文書 

□ 汚染土の処分 

４月 25 日に共和化工㈱から提出された文書の対応について、

担当が趣旨確認したい旨申し入れしたが、担当同士ではなく代

理人を交えての協議を求められた。 

５月 14 日（水） 汚染土については、実績に基づく実費相当額で清算すること
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を回答。 

５月 26 日（月） 双方代理人弁護士同席のもと共和化工㈱と協議 

□ 増減工事及び賃金又は物価変動に基づく請負契約金額につ

いてあらためて協議をしていくこと確認した。 

６月４日（水） 共和化工㈱から増減工事について再度説明を受けた。 

□ 増減額：84,554,800 円 

□ 共和化工㈱の増減額要求額に対して町が査定した金額を提

示し協議を進めていく。 

□ 賃金又は物価変動に基づく請負契約金額の変更について

は、増減工事の結果をもって協議を再開する。 
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